
１　令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

（１）　健全化判断比率

（単位：％）

※1 「実質赤字額」又は「連結実質赤字額」がないため（黒字のため）、比率を「－」で表示しています。

※2

※3 将来負担比率には、財政再生基準は設定されていないため、「－－」で表示しています。

（２）　資金不足比率

（単位：％）

※ 資金不足比率は、資金不足が発生しない場合は、比率を「－」で表示しています。

２　健全化判断比率の算出

（１）実質赤字比率

　（ア）概　要

　（イ）算出結果

市場事業費特別会計   － ※ －

　普通会計（境港市の場合は、「一般会計」と「高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計」）の赤字
の程度を指標化したもので、地方公共団体の中心的な会計の財政運営の深刻度を示すものです。

　令和３年度決算に基づく「実質赤字比率」は、前年度同様に対象となる普通会計が黒字であった
ために比率は生じません。

下水道事業費特別会計   － ※ －

土地区画整理費特別会計   － ※ ２０．０ －

123.3

市町村の標準財政規模により早期健全化基準の「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」は基
準が異なり、境港市の令和３年度決算の基準はこの比率となります。

　資金不足比率は、次のとおりです。いずれの会計も、資金不足が生じていないため、比率
はありません。

公営企業の会計名 Ｒ ３ 年 度
経営健全化
基 準

【 参 考 】
R ２ 年 度

実 質 公 債 費 比 率 10.8 ２５．０ ３５．０ 11.8

将 来 負 担 比 率 109.8 ３５０．０ 　－－ ※３

　健全化判断比率は、次のとおりです。いずれの比率も早期健全化基準を下回っています。

健 全 化 判 断 比 率 Ｒ ３ 年 度
早期健全化
基 準

財 政 再 生
基 準

【 参 考 】
R ２ 年 度

－

連結実質赤字比率   － ※１ １８．６３ ※２ ３０．０ －

実 質 赤 字 比 率   － ※１ １３．６３ ※２ ２０．０



（単位：千円）

①

②

③

④

※1 赤字のときは、計（①＋②）の欄が負（△の表示）の値となり、比率が生じます。

※2 赤字ではないので、比率は数値化せず、「－」で表記しています。

（２）連結実質赤字比率
　（ア）概　要

　（イ）算出結果

（単位：千円）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※1

※2 赤字のときは、計（①～⑨の合計）の欄が負（△の表示）の値となり、比率が生じます。

※3 赤字ではないので、比率は数値化せず、「－」で表記しています。

　　－
土地区画整理費特別会計の決算額は、一般会計からの繰入金により歳入・歳出が同額となるた
め、土地売却収入見込額（保有する土地の資産価値）96,525千円となります。

分
母

標　準　財　政　規　模 8,508,967 8,087,235 421,732

連結実質赤字比率（⑩／⑪） 　　－ ※3 　　－ ※3

計（①～⑨の合計）　※２ 731,203 165,640 565,563

下水道事業費特別会計 0 0 0

土地区画整理費特別会計　※１ 96,525 15,962 80,563

461

90,956 16,475 74,481

駐車場費特別会計 △ 49,991 △ 69,196 19,205

市場事業費特別会計 15,447 7,836 7,611

　地方公共団体の会計は、普通会計のほかに、料金収入等を主な財源として事業を実施している
公営企業会計など複数の会計がありますが、それらすべての会計の黒字額（又は剰余額）や赤字額
（又は資金不足額）を合算し、地方公共団体全体の赤字（資金不足）の程度を指標化したもので、地
方公共団体全体としての財政運営の深刻度を示すものです。

　令和３年度決算に基づく「連結実質赤字比率」は、駐車場費特別会計で資金不足等が生じ赤字と
なっていますが、市全体としては黒字であったために、前年度同様に比率は生じません。

会　　　　計　　　　名　　　　等
実 質 収 支 額 又 は 資 金 不 足 額 ・ 剰 余 額

Ｒ３年度 R２年度 増減（R３－R２)

分
　
　
　
子

一　　　　般　　　　会　　　　計 490,482 139,339 351,143

高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 0 865 △ 865

国民健康保険費特別会計

介護保険費特別会計 87,010 54,046 32,964

後期高齢者医療費特別会計 774 313

分
母

標　　準　　財　　政　　規　　模 8,508,967 8,087,235 421,732

実質赤字比率（③／④） 　　－ ※２ 　　－ ※２ 　　－

高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 0 865 △ 865

計（①＋②）　※１ 490,482 140,204 350,278

会　　　　計　　　　名　　　　等
実　　質　　収　　支　　額

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減（R３－R２)

分
子

一　　　　般　　　　会　　　　計 490,482 139,339 351,143
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（３）実質公債費比率

　（ア）概　要

　（イ）算出結果

（単位：千円）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｅ

※前年度報告数値（Ｈ３０年度～R２年度の平均）は、１１．８％

実質公債費比率（3か年平均：小数点以下2位切捨て)％ 10.8

当該年度（単年度)の実質公債費比率（分子①／分母②）％ 9.79088 10.53612 12.16627 △ 0.74524

分
母

当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等 1,031,885 1,021,920 1,065,275 9,965

標　準　財　政　規　模 8,508,967 8,087,235 7,882,481 421,732

基礎となる標準財政規模　②（Ｆ－Ｅ） 7,477,082 7,065,315 6,817,206 411,767

9,965

元利償還金に充当した特定財源額 74,668 79,880 89,972 △ 5,212

普通会計の元利償還額（繰上償還等は除く) 1,276,550 1,279,859 1,355,760 △ 3,309

公営企業会計への繰出金のうち公債費充当額 503,145 501,413 563,695 1,732

債務負担行為などそのほか公債費に準ずるもの

分
 

子

元 利 償 還 金 等①（Ａ＋Ｂ＋Ｃ－Ｄ－Ｅ） 732,072 744,410 829,400 △ 12,338

　　普通会計の元利償還額に、公営企業会計などほかの会計の公債費に対して一般会計から繰出
金として支出するもの、また地方公共団体が構成する一部事務組合の公債費に対して応分の負担
として支出するものなどの公債費に準じた経費を加え、実質的な公債費を算出し指標化したものが
「実質公債費比率」で、自治体の資金繰りの危険度を示すものです。

　令和３年度決算に基づく「実質公債費比率」は、普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の
増などにより、単年度比率では9.8％(対前年度△0.7ポイント）となりました。単年度比率の３か年平
均を用いる実質公債費比率では、10.8％(対前年度△1.0ポイント）となっており、一般会計の元利償
還額が平成２０年度をピークに減少傾向にあることなどから、概ね改善傾向となっています。
　なお、算出基礎は次のとおりです。

Ｒ３年度 Ｒ２年度 R１年度 増減（R３－R２)

58,930 64,938 65,192 △ 6,008

当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等 1,031,885 1,021,920 1,065,275
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（４）将来負担比率
　（ア）概　要

　（イ）算出結果

（単位：千円）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

K

Ｌ

Ｍ

分
母

基礎となる標準財政規模　④（Ｌ－Ｍ） 7,477,082 7,065,315 411,767

分
　
　
　
　
子

9,965

将来負担比率（分子③／分母④）％ 109.8 123.3 △ 13.5

標準財政規模 8,508,967 8,087,235 421,732

当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等 1,031,885 1,021,920

年度末時点の市債残高の
うち、普通交付税の基準財
政需要額に算入が見込ま
れる額

②小計（Ⅰ～Ｋの計） 14,671,288 14,450,698 220,590

計　③（①－②） 8,216,624 8,717,798 △ 501,174

②
　
充
当
可
能
財
源
等

①
　
将
　
来
　
負
　
担
　
額

①の市債残高のうち基準財政需要
額への算入見込額

12,652,457 12,965,332 △ 312,875

基金の年度末残額（土地
開発公社への無利子貸付
分を除く）

充当可能特定歳入（収入） 299,270 238,986 60,284

ふるさと融資貸付金や市営
住宅等建設費の市債残高
への元金収入や家賃収入
等の充当見込額

①小計（Ａ～Ｈの計） 22,887,912 23,168,496 △ 280,584

充当可能基金（貯金）額 1,719,561 1,246,380 473,181

一部事務組合等連結実質赤字額
の負担見込額

0 0 0

退職手当負担見込額 1,767,712 1,758,408 9,304
年度末で職員が退職したと
仮定した場合に支給すべき
額

設立法人等の負債額等負担見込額 1,621,677 1,648,222 △ 26,545

土地開発公社の負債（負
債額－土地売却収入見込
額等）と制度融資の損失補
償負担見込額

連結実質赤字額 0 0 0

下水道事業など企業会計
の市債残高への繰入見込
額

一部事務組合等の負担見込額 290,079 228,556 61,523
西部広域行政管理組合及
び玉井斎場管理組合への
本市の償還負担見込額

普通会計の年度末残高

債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0

普通会計の市債残高 12,383,080 12,338,141 44,939

公営企業等の市債残高のうち繰入
見込額

6,825,364 7,195,169 △ 369,805

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減（R３－R２) 備　　　　　考

　地方公共団体の現時点での実質的な負債（負債の残高などから基金の残高などを差し引いたも
の）の程度を指標化したもので、将来、財政運営を圧迫する可能性を示すものです。
　負債の残高には、普通会計の地方債残高のほかに、公営企業や一部事務組合などの地方債残
高のうち普通会計で負担するものや、地方公共団体が損失を補償しているものなどがあります。

　令和３年度決算に基づく「将来負担比率」は、土地開発公社への無利子貸付の減少による充当可
能基金額の増などのため、分子となる数値（将来負担額－充当可能財源等）が減少した反面、普通
交付税額や臨時財政対策債発行可能額の増などにより分母となる標準財政規模の数値が増加した
ため、比率は109.8％(対前年度△13.5ポイント）となっています。
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３　資金不足比率の算出

　（ア）概　要

※事業規模：料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額

　 　下水道事業及び市場事業は、「営業収益に相当する収入の額(使用料の収入額）」が

　（イ）算出結果

（単位：千円）

※

※

※

※

※

※

※資金不足額が生じない場合（Ａ欄が負の値になる場合）は、資金不足額を「０」で表示し、資金不足比率（Ａ/
Ｂ）は、「－」で表示しています。

－

増　減 24,831 17,220 0 0 △ 46 －

市場事業費
特別会計

Ｒ２年度 72,868 65,032 0 0 61,013

Ｒ３年度 97,699 82,252 0

増　減 △ 113,247 △ 164,827 0 28,983 0 △ 20,794

0 60,967 －

－

Ｒ２年度 165,393 216,973 0 67,542 0 117,319 －
土地区画整理
費特別会計

Ｒ３年度 52,146 52,146 0 96,525

531,224 －

増　減 △ 44,964 △ 25,543 △ 19,421 0 23,221 －

Ｒ２年度 2,305,063 2,282,667 22,396 0

0 96,525

下水道事業費
特別会計

Ｒ３年度 2,260,099 2,257,124 2,975 0 554,445 －

事業の規模
資金不足

繰越財源額 収入見込 (②+③-①-④) 比　　　率

　公営企業経営の健全化の観点からできた指標で、公営企業の事業規模（※）である「料金収入の
規模」と「資金不足の額」を比較し、経営状況の深刻度を示すものです。

下水道事業及び市場事業は「営業収益に相当する収入の額(使用料の収入額）」、土地区画整理
事業については「事業経営のための財源規模（資本の額＋負債の額）」が事業の規模となります。

　令和３年度決算に基づく「資金不足比率」は、いずれの会計でも比率が生じていません。

特別会計
の 名  称

決算年度
歳　 入
決算額

歳　 出
決算額

翌　年　度 土　　　地 資金不足額

(Ａ/Ｂ)％① ② ③ ④ Ａ Ｂ
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